
〇カード紛失後、再発行する場合の手続きの流れ

　

※１　確実に家の中で紛失した場合、遺失届は不要です。

※２　紛失したカードの廃止の手続きは紛失から新しいカードの受け取りの間、いつでも可能です。

　　　ただし、廃止の手続きを実施した場合は紛失したカードが見つかっても利用することが

　　　できません。
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〇申請書発行に必要な書類

・本人または同一世帯員が手続きをする場合

⇒手続きをする人の本人確認書類（Aを1点またはBを2点）

・その他の代理人が手続きをする場合

⇒手続きをする人の本人確認書類（Aを1点またはBを2点）

代理権があることがわかる書類（委任状など）

〇廃止手続きの注意

・本人確認書類がAから1点ある場合はすぐに廃止の手続きが可

能です。

・本人確認書類がBから2点または本人以外が手続きを行う場合

は「照会書兼回答書」が必要です。照会書兼回答書は廃止する

カードの住所宛てに郵送でお送りします。窓口又は電話で依頼

をしてください。

・廃止前にカードが見つかった場合は一時停止解除届を提出す

ることで見つかったカードを引き続き利用することができます。

〇一時停止連絡先

マイナンバー総合フリーダイヤル
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〇新カードの受け取り前に紛失したカードが見つかった場合

廃止の手続きが済んでいる場合は返納をお願いします。


